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事 務 連 絡 

令和５年３月１０日 

 

   都 道 府 県  

各  保健所設置市   衛生主管部（局） 御中 

   特 別 区  

 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 

医療提供体制及び公費支援の見直し等について 

（情報提供） 

 

 

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがと

うございます。 

 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）については、「新型コロナウイルス感染症の

感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について（情報提供）」（令和５年１

月 27 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）でお知ら

せしたとおり、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段

の事情が生じない限り、令和５年５月８日から感染症法上の新型インフルエンザ等感

染症に該当しないものとし、５類感染症に位置づけることとしています。 

位置づけの変更に伴う医療提供体制や患者等への対応については、３月上旬を目途

に具体的な方針をお示しすることとしていましたが、本日、具体的な方針として、新

型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染症の感染症法

上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」が決定さ

れました。 

詳細は別紙１（新型コロナウイルス感染症対策本部決定）及び別紙２（同決定に関

する参考資料・ポイント）のとおりですが、今後、感染症法上の位置づけが５類感染

症に変更され、医療提供体制は入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られ

た医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行

していきます。 

このため、新型コロナウイルス感染症対策にこれまで対応してきた医療機関に引き

続き対応を求めるとともに、新たな医療機関に参画を促すための取組を重点的に進め

ていきます。そして、暫定的な診療報酬措置を経て、令和６年４月の診療報酬・介護

報酬の同時改定を通じて新型コロナウイルス感染症対応を組み込んだ新たな診療報

酬体系による医療提供体制に移行させることとなります。この間、感染拡大が生じう
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ることも想定し、感染拡大への対応や医療提供体制の状況等を検証した上で、その結

果に基づき、必要な見直しを行います。 

本決定について御了知の上、関係各所へ周知の程、お願い申し上げます。また、本

決定に基づく医療提供体制、移行計画、入院医療費の軽減措置等に関する詳細の取扱

は、近日中にお示しする予定です。 

なお、別途事務連絡にてお知らせしているとおり、本件について、令和５年３月 14

日（火）14：30～16：00に自治体向け説明会を開催させていただきますのでご承知置

き下さい。 

 

 

（参考）新型コロナウイルス感染症対策本部ウェブサイト 

※本事務連絡の別紙１，２と同じ資料 

○新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制

及び公費支援の見直し等について（令和 5年 3月 10日対策本部決定） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_050

310.pdf 

 

○(参考資料)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医

療提供体制及び公費支援の見直し等について（ポイント）（令和 5 年 3 月 10 日） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sankou_r050

310.pdf 

 

 

 


